
 

適時開示体制（模式図） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１．リスク管理担当部署：管理部総務課 

リスク管理責任者：管理部長 

※２．Ｅ－Ⅰ：会社経営に著しく重大な影響のあるもの 

Ｅ－Ⅱ：会社経営に重大な影響のあるもの 

Ｅ－Ⅲ：会社経営に対する影響の小さいもの 

※３．内部情報総括管理責任者：企画管理本部長 

※４．対策本部構成員 

・対策本部長（Ｅ－Ⅰ：代表取締役社長 Ｅ－Ⅱ：代表取締役専務） 

・関連部署の本部長 

・管理部総務課、企画部広報・サステナブル推進課 

・その他対策本部長の指定する者 

当社及び子会社 

決定事実 決算情報 発生事実 

リスク管理担当部署※１ 

（E-Ⅰ,E-Ⅱ,E-Ⅲの決定）※２ 

企画管理 

本部長 

協
議 

連絡 

内部情報総括管理責任者※３ 

（情報の集約・管理および情報開示要否の決定） 

対策本部※４ 

（対応等協議） 

E-ⅠまたはE-Ⅱの時 

報告 設置 

代表取締役社長 

情報開示

に関する

報告 

連絡 

経営戦略会議 

作成 

承認 

取締役会 

報
告 

決議 

企画部 広報・サステナブル推進課 

適時開示 
①ＴＤｎｅｔ、ＥＤＩＮＥＴへの登録 

②記者会見又は資料投函 

③当社ホームページへの掲載 

経過および 

結果報告 

連
携 

代表取締役

社長 

報告 

付議 付議 

決議 決議 

決議 

内部情報総括管理責任者 

（開示情報の最終確認） 

開示の指示 

※発生事実（緊急事態）の場合は、適時

開示の重要性、速報性に鑑み、代表取

締役社長の承認により適時開示を行

う。取締役会へは、事後報告・事後承

認とする。 


